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1．微生物とは 

1.1　微生物とは何か

　「微生物（microbe、microorganism）」とは、微小で、肉眼では観察できないような（顕
微鏡による観察が必要となる）生物に対する“便宜的”な総称であり、全ての原核生物
（細菌、藍色細菌、古細菌）と真核生物の一部（菌類、微細藻類、原生生物）が含まれ、
ウイルスも微生物として扱われることがある1)。現在、藍色細菌はシアノバクテリア、
古細菌はアーキアと称される。
　微生物は肉眼で見ることができないような非常に小さい生き物であるが、その形態
的特徴は多種多様である（図1）。
　ウイルスを除く微生物の仲間は、細胞から構成されており、エネルギーを利用し、
DNAを持ち、自己増殖能力を持つなど、「生物」の特徴を有する。一方、ウイルスは
非細胞性で自己増殖能力を欠き、他の生物の細胞内に自分自身の核酸を侵入させて、
その生物の細胞内で増殖する点で、「生物」と異なり、「非生物」として取り扱われる
ことが多いが、実験法上の共通性から便宜的に微生物に含める場合もあり、「広義」の
微生物として扱われている2)。
　微生物は地球上のあらゆる環境（土壌、海洋・河川、深海、植物、空気中、火山や
氷河などの極限環境）に生息するとともに、ヒトの体内（口腔や消化管など）や皮膚
にも多く生息している3, 4)。また、医学的、農学的に人間生活と深い関わりを持つもの
が多く知られており、食品、調味料・色素、医薬品・農薬、洗剤、排水処理や浄水槽、
バイオ燃料ガス、生分解性プラスチックなどの材料などさまざまな面で利用されている。
また、成長が速い、代謝活性が高い、定量的な操作がしやすいなどの点で、実験材料
としても広く利用される。
　例えば、菌類（カビ、酵母、きのこ）の仲間は、人間生活において深い関わりを持っ
ている5)。菌類の産生する酵素の利用、菌体そのものの食料などへの利用、ペニシリン
などの抗生物質、酵母の発酵能、線虫捕捉菌や昆虫病原菌の生物防除への応用利用、
森林環境における菌根形成などの有益な面（友好関係）が多く知られている（図2）。
一方で、ヒトや動物への真菌症の原因、農作物などの植物の病原菌、カビが産生する
毒素（カビ毒）による害、アレルギー、食品腐敗、製品や文化財などの生物劣化など
を引き起こすなどの有害な面（敵対関係）も多く知られている（図2）。

第1章 微生物の基礎と取り扱い

株式会社テクノスルガ・ラボ
喜友名朝彦、立里 臨
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第1章　微生物の基礎と取り扱い

図1　 微生物の多様性（a-f．原核生物、g-p．真核生物：a-b．細菌、c．鉄細菌、d．放線菌、e-f．シ
アノバクテリア、g-k．菌類<g．酵母、h-j．カビ、k．きのこ>、l-m．微細藻類、n．ラビリンチュラ
類、o．アメーバ類、p．ゾウリムシ類）：a. Staphylococcus aureus、b. Bacillus subtilis、c. 
Gallionella ferruginea、d. Streptomyces sp.、e-f. Oscillatoria spp.、g. Saccharomyces 
cerevisiae、h. Aspergillus niger、 i. Penicillium sp.、j. Chaetomium sp.、 k. Amanita sp.、l. 
Haematococcus sp.、m. Pediastrum sp.、n. Aurantiochytrium sp.、o. Acanthamoeba-
like sp.、p. Paramecum sp.
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1.2　微生物の大きさ

　微生物は単細胞または多細胞生物で、目に見えない大きさの生き物である。細菌は
通常、単細胞で、直径0.1 μmの球形のものから、長さ10 μm、幅2 μmの棒状のもの
までさまざまである。菌類の仲間である酵母も、細菌同様に単細胞性であるが、直径5 
μm～10 μmの大きさになる。カビは菌糸と呼ばれる糸状の細胞から構成されており、
菌糸細胞の長さは不定であるが、その幅は比較的一定で、約2 μm～30 μmの大きさ
である。きのこは肉眼で見える大きさの子実体を形成するが、その本体はカビと同じ
く菌糸体から構成されている。また、微細藻類は1 μm～数十μm、原生動物は2 μm
～1,000 μmである。ウイルスは一般的に細菌の10分の1ほどの大きさで、普通0.01 μ
m～0.25 μm（10 nm～250 nm）の大きさで光学顕微鏡では観察できず、その観察に
は電子顕微鏡が必要になる（図3）。
　しかし、近年、光学顕微鏡で観察できる大きさの巨大ウイルスの存在が明らかになっ
てきている。1992年、イギリスのブラッドフォードで流行した肺炎の原因菌として発
見され、光学顕微鏡で見える大きさ（直径0.45 μm～0.50 μm）であったことから細
菌として保存されていたアカントアメーバ寄生性の「ブラッドフォード細菌」が、その後、
顕微鏡観察で正20面体の粒子が観察できたことから、ウイルスであることが判明し、
2003年にミミウイルスとして、初めて巨大ウイルスの仲間が報告されている6)。その後、

Alexopoulos et al.5)加工、作図

図2　菌類と人間生活との関係
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第1章　微生物の基礎と取り扱い

2013年にオーストラリアとチリでパンドラウイルス（直径約1 μm）、2014年に3万年
前のシベリア永久凍土からピソウイルス（直径約1.5 μm）が発見されるなど、これま
でのウイルスの常識を覆すような巨大ウイルスの存在が相次いで報告され、生物進化
を考えるうえで新たな議論が展開されている7, 8)。
　細菌や酵母のひとつひとつの細胞を見るためには、顕微鏡（1,000倍程度の倍率が必
要）が必要であるが、寒天培地で培養すると数mmの大きさのコロニー（colony、集落）
となり、肉眼で見ることができる。一方、カビやきのこは菌糸が集合したものであれ
ば肉眼で見ることができるが、ひとつひとつの菌糸や胞子を見るためには顕微鏡が必
要である。
　コロニーとは、「集落」「細胞集落」ともいい、個々のコロニーは、1つの細胞が分裂
を繰り返し、目に見える大きさまで増殖したものである。コロニー内の細胞はクローン
である。個々のコロニーは独立した集団と見なせる（図4）。

1.3　生物の分類と微生物

　生物の世界は昔から動物界と植物界に分ける二界説が使われてきたが、19世紀の終

図3　 微生物の大きさ比較：a．顕微鏡の解像力と微生物の大きさ、b．カビ・酵母・細菌の細胞サイズの比較、
c．複数の微生物が混在している顕微鏡観察像
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わりから20世紀の中頃にかけて、動物と植物に加えてプロティスタ界（原生生物。今
でいう微生物全体を指す）を認めるErnst Haeckelによる三界説が提唱された。その後、
1969年にRobert Harding Whittakerによる五界説が提唱された9)（図5）。五界説では、
生物をモネラ界、原生生物界（プロティスタ界）、菌類界、動物界、植物界の5つの界
に大別している。しかし、Whittakerの五界説では、特に原生生物界の分類に問題があっ
た。その後、分子系統解析手法の発達に伴って、新たに判明した系統関係を反映する
ために、Lynn Margulisら10-12) は植物界を陸上植物に限定し、藻類を原生生物に含める、
修正版五界説を提唱し、現在、広く受け入れられている。
　五界説では、まず細胞構造を基準として、生物を原核生物と真核生物に分けている。
細胞内に明瞭な核を持たないためDNAが細胞質に浮遊している原核生物はモネラ界（原
核生物界）を構成している。一方で、細胞内に核、ミトコンドリアなどの細胞内小器
官を有する真核生物は4つの界、原生生物界（プロティスタ界）、動物界、植物界、菌
類界で構成されている。このモネラ界、菌類界、原生生物界に含まれる生物が「微生物」
に相当する。
　例外はあるが、原生生物界は主に単細胞生物からなる生物群で、真核生物の他の3界
は主に多細胞生物からなる生物群である。多細胞生物の3界（動物界、植物界、菌類界）

図4　 微生物のコロニー：a．寒天培地上に形成された多種多様な微生物コロニー､ b．酵母コロニーの寒
天培地表面の発達段階模式図（側面図）、c．酵母の寒天培地上のコロニーおよび部分拡大像、顕
微鏡観察像
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